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ＨＡＣＣＰの制度化について-part２-

1.ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化
本年6月13日「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、
国内のすべての食品等事業者に対して「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の導入」が求められる
こととなりました。
今後、政令・省令等が改正される流れとなっています。
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ここまでに対応
しておくと安心

この制度化は認証を取得するものではなく、「衛生管理計画」を作成し、
一般衛生管理に加え、ＨＡＣＣＰによる衛生管理の実施が求められています

制度化により求められるもの

対象：製造・加工・調理・販売等を行う全ての食品関係事業者
ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理
◇一定規模以上の事業者

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理
◇小規模な製造・加工事業者
◇併設された店舗での販売のみの製造・加工業者
◇提供する食品の種類が多く、変更頻度が高い業種
（飲食店・給食施設等）

◇一般衛生管理の対応で管理が可能な業種等



汚れた手が食品を汚染させないために

手洗いマニュアルを定め、日常の中で習慣化しましょう

3.ＨＡＣＣＰ制度化の内容

例）飲食店

①衛生管理計画を作成する
■一般衛生管理
・衛生管理のルールをまとめる
・必要に応じてマニュアルを作成する
・従業員へ落とし込みする

■メニューに応じた衛生管理の注意点を明確にする
・調理工程に応じて３グループに分類する
・チェック方法を定める
・従業員へ落とし込みする

② ①を実行する
③ ②を記録・確認する

※厚生労働省ＨＰに参考資料が更新されています
・ＨＡＣＣＰ入門のための手引書
・食品等事業者団体が作成した業種別手引書
・ＨＡＣＣＰモデル例

実際に何をしたら良いの？

厚生労働省 HACCPこれらを参考に取り組みを進めましょう!!


